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大阪広域水道企業団との統合に向けた検討・協議 

に関する住民説明会の開催結果について 
 

１．開催日と参加人数 
 

日  時 場所 参加者数 

① 令和４年 12月 18日（日） 午前 10時開催 金剛連絡所 ５名 

② 令和４年 12月 18日（日） 午後２時開催 本庁 ３名 

③ 令和４年 12月 20日（火） 午後７時開催 市民会館 ２名 

④ 令和４年 12月 21日（水） 午後７時開催 本庁 ０名 

 

２．次第 
 

（１） 大阪広域水道企業団との統合に向けた検討・協議について 

（２） 質疑応答 

 

３．質疑応答でのご意見やご質問 
 

  質疑内容 質疑に関する市の考え方 

１ 企業団と統合する方がメリットがある

と考えているのですか。 

水道事業は、企業会計なので、国等からの補助

は基本的には受けられませんが、今回、統合に

伴う補助金が交付されます。 

この補助金を水道施設の統廃合や老朽化対策

等に活用できるのでメリットがあると考えて

います。 

２ 企業団と統合したら、水道事業は市民

にとって、どう変わるのですか。 

水の供給方法や料金納入方法等は変わらない

ので、市民の皆さまへの直接の影響はないと

考えます。 

３ 企業団に統合されると、いずれ水道料

金の統一化を考えていくのですか。 

統合したとしても、当面は各市町村によって、

水道事業の事情が異なることから、すべてを

統一するわけではありません。 

まずは、業務の共同化や技術継承問題の改善

等を図る「経営の一体化」から統合を始めます

ので、すぐに水道料金が統一されることはあ

りません。 

４ 以前からも、施設の整備事業はできた

のではありませんか。 

本市では、これまでも今後の人口減少を見据

えて、水道管・施設整備を行っていますが、そ

の財源の確保は厳しいものです。 

今回、統合による補助金を財源の一部として

利用することで、今後も施設更新に取り組ん

でいきたいと考えています。 

 



- 2 - 

 質疑内容 質疑に関する市の考え方 

５ 国の考えに従うだけでなく、市でも努

力して貰いたい。 

本市では、これまでも水道施設（甲田浄水場）

の廃止や小電力発電等の給水収益以外の収入

源の確保等による運営状況の改善に取り組ん

でいますが、財政は厳しい状況です。 

今回の国等からの補助金は、令和 16年までの

期限付きということもあり、企業団との統合

は、その補助金を最長の 10年間活用出来るた

め、このタイミングが最良と考えております。 

また、統合により、技術継承問題の改善や非常

時への対応の充実が見込まれます。 

6 人口予測のシミュレーションに示され

た 40年後人口の約５万５千人は、どこ

から出してきた数字なのですか。 

５万人減るというシミュレーションは

納得できません。現状と離れすぎてる

のではないですか。 

統合素案では、国立社会保障人口問題研究所

が算出したデータを基にしています。 

公営企業は独立採算性であることから、収益

予測をたてるに際して、厳しい人口予測値を

採用しています。 

7 人口予測のシミュレーションは国が出

した数値ですから、計算式だけでやっ

てると思います。 

本当によく考えていただかないと、後

で、取り返しがつかないと思っていま

す。ぜひそこを本当によくお考えいた

だきたい。 

水道（企業会計）として水需要の予測を立てる

うえで、より厳しい値を採用しているのは、給

水収益が得られないことのないように考慮し

ているからです。 

８ 40年後、水道料金が１㎥あたり８円抑

制されることになっているが、具体的

には、これはわからないのですね。 

シミュレーション通りに料金改定を行

うものではないんですね。 

今回のシミュレーションは、統合による効果

を検証するため、国が示すアセットマネジメ

ント（水道施設等の資産管理）に基づき算出し

たものです。 

そのため、今後、このシミュレーション通りに

水道料金の改定を行うというものではありま

せんが、一定の目安にはなるものです。 

９ シミュレーションに示されているが、

今後の水道料金の上昇はどうにかなら

ないのですか。 

シミュレーションでは、南河内地区の人口減

少率が高いことや本市に企業等が少ないこと

から、人口減少が給水収益に大きく、影響して

いるものと考えられます。 

水道料金については、水道施設を半分になる

人口で支えるため、どうしても、料金の上昇が

予測されます。 

シミュレーションの算定にあたっては、厳し

めの収益予測となっています。 
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 質疑内容 質疑に関する市の考え方 

10 40年後、水道料金が１㎥あたり８円の

差が生じているのはなぜですか。 

統合に伴う補助金を活用することで16.1億円

の効果額が発現します。 

その効果額を、将来の供給単価に反映すると、

8円／㎥抑制できるということです。 

11 水道料金は企業団と統合しても、しな

くても上がるのですか。 

人口が減少することで給水収益も減少してい

くので、どうしても、料金は上がっていくこと

が予測されます。 

12 企業団と統合して千早赤阪村は急に料

金があがったが、大丈夫なのか。 

千早赤阪村が統合する時のシミュレーション

で予定していた改定率より、引き下げられて

います。 

13 なぜ、統合予定団体が、当初の 10団体

から７団体に減ったのですか。 

他の自治体の判断なので詳しいことはわかり

ませんが、河内長野市は定性的メリット（施設

整備計画）について効果が明確でないと、羽曳

野市は定量的メリット（事業運営体制）につい

て、より詳細な検証が必要とのことと聞き及

んでいます。 

14 府内で統合協議を行っていない自治体

は、どうしているのですか。 

大阪府が策定した「おおさか水道ビジョン」で

は、概ね 20年後を目途に、府域一水道の実現

を段階的にすすめるものとしています。 

各自治体の状況により対応が異なりますが、

基本的には大阪府内の水道事業が統合してい

くのは、全自治体の意思として一定確認され

た事項です。 

15 水道の窓口がなくなってしまうのでは

ないですか。 

令和５年度途中で庁舎建て替え事業の関係

で、水道事業が、甲田にある送配水管理センタ

ーに移転します。工事業者等の専門的な話は、

こちらになりますが、開閉栓、給水申請、料金

等の手続きは、市庁舎に残るお客様センター

で行いますので、市民の皆さまへの直接の影

響はないと考えています。 

16 網の目に広がっている給水管の対応に

は、地元の業者や熟練した職員が必要

です。 

緊急時には復旧は絶対できないし、具

体的なことは地元にしかできないと思

う。 

修繕には、知識・経験が必要な時期もありまし

たが、現在はマッピングシステム（電子地図）

などを活用し、水道管の経年劣化の状況も含

めて一元管理することで、ノウハウや経験等

の不足分を補完しています。 

また、非常時への対応についても、組織的に対

応するものとし、企業団が締結している府外

の水道事業体との相互応援協定を活用するも

のとしています。 
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 質疑内容 質疑に関する市の考え方 

17 既存の水道施設を統廃合しても、水は

問題なく送れるのですか。 

特に問題はありません。 

18 企業団に統合された場合、細かい対応

がしてもらえないのでは。 

企業団になったからといって、基本的に何も

変わりません。 

将来的には、Ｗｅｂによる申請や使用料等の

情報提供が可能となる予定です。 

19 甲田浄水場は既に廃止されたが、あれ

はどこの水を浄水していたのですか。 

深井戸と浅井戸の水を処理していました。 

20 富田林市の水はどこから引いているの

ですか。 

滝畑ダム（日野浄水場）からの自己水と淀川の

企業団水になります。 

本市の水運用は、自己水が約 50％、企業団水

が約 50％で運用しています。 

21 昔の淀川からの大阪府営水道水はひど

いものだった。 

淀川の水が入るのは、水質の悪化とな

り不安です。 

以前の大阪府営から供給されていた水道水

は、確かにおいしくなかったと聞いています

が、現在は、高度処理され、水質は改善されて

います。 

22 自己水は必要です。 

企業団と統合すると日野浄水場はどう

なるのですか。 

統合したからといって、自己水をたちまち止

めるものではありません。 

しかし、日野浄水場は約 40年が経過している

ことから、企業団と統合する・しないに関わら

ず、今後、日野浄水場のあり方について、検討

する必要があります。 

日野浄水場を全面改修する場合、施設に 80億

円（富田林市負担 40 億円）、日野から本市ま

での送水管が 20億円と試算されています。 

23 滝畑ダムの水利権をどうするのか、統

合前に富田林市として意思決定してお

く必要があると思います。 

企業団の方で、統合の素案を策定するにあた

って、自己水に関しては、自治体の意見を尊重

するということになっており、本市としては

今後も自己水源を守っていく予定です。 

自己水を止めるなど、重要な問題は、企業団と

当該自治体がきちんと協議した上で決定する

ことになります。 

24 整備のための国等の補助金は、日野浄

水場には充てることはできないのか。 

今回の補助金は、充てることはできません。 

25 統合されたら、水道事業の経営決定権

はどうなっていくんですか。 

本市水道事業は、企業団の財産になりますの

で、最終的な経営判断は企業団となります。 

ただし、当該自治体の意思を尊重するという

形になります。 
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 質疑内容 質疑に関する市の考え方 

26 土地の売却などの重要な判断について

は、企業団が判断すると書いてあるが、

このようなことで、富田林市として正

しく判断できるのか。 

統合に際しては，企業団と協定書等を締結し、

重要な事項については、企業団と当該自治体

との協議を行ったうえで決定することになり

ます。 

27 行政に関する市の責任的な体制が、全

部、企業団に行ってしまうのではない

か。 

市は何をするのですか。 

企業団と統合しても、重要な事項は自治体の

意見を尊重することになっており、富田林市

の水道としての考え方を所管する部署は、残

るものと思われます。 

28 技能職員は引き継がないと書いてある

がこれで、大規模災害時に対応できる

のか。 

ここでいう技能職員とは、現場で作業する職

員になり、技術職員とは別になります。 

企業団と統合することで、水質や設備、工事管

理等に特化した技術職員の育成が可能となり

ます。 

29 技術職員が不足しているとあるが、個

人の能力を仕事に生かせるように、市

として職員の育成に取り組む必要があ

る。 

本市としても、技術職員を募集しているが応

募者が少ないため、採用が難しい状況であり、

水道職員にも、事務職の割合が多くなってき

ています。 

統合すれば、企業団の人的支援や技術支援グ

ループによる技術的支援が可能となります。 

30 海外では、イギリスとかフランスは民

間事業体になって、水質やサービスが

低下したため、結局また公共事業体に

戻ったと聞いているが、ゆくゆく民間

に移行するつもりではないですか。 

水道事業そのものが、民営化することはない

が、部分的な民間への業務委託は進んでいく

と思われます。 

31 水道事業には、基本的には国等からの

補助金が交付されませんと説明があっ

たが、今回、補助金が出るのはなぜで

すか。 

広域化は、国がすすめている事業ということ

で、補助対象になるものと考えられます。 

なお、今回の補助金は、対象期間が令和 16年

までの期限付きとなります。 

32 国への補助金は要望しているのです

か。 

本市では、これまでも日本水道協会や大阪府

を通じて、国へ補助金の交付対象を拡充する

よう要望しています。 

33 統合への進め方が拙速すぎるので、時

間をかけて市民に理解して貰えるよう

にするべきです。 

拙速に決定はしないで欲しい。 

本市では、これまでも事業の効率化に努めて

きましたが、人口減少の影響は大きく、厳しい

財政状況が続いています。 

今回の企業団との統合は、国等の補助金を最

大限活用出来るため、このタイミングが最良

と考えております。 
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 質疑内容 質疑に関する市の考え方 

34 既に、統合へのスケジュールが決まっ

ており、住民説明会を行うのはどうな

のか。 

住民説明会の実施時期が遅すぎます。 

本市では、これまでも企業団との協議経過等

について、市ウェブサイト、市広報誌に掲載し

周知に努めています。 

今回の住民説明会の開催についても、市ウェ

ブサイト、市広報誌、上下水道だより、市公式

ＬＩＮＥアカウント等により、周知しており

ます。 

なお、今回、令和４年 11月に企業団から、統

合素案が示されましたので、住民説明会の開

催がこの時期になりました。 

35 説明内容に専門用語が多く、もっと内

容を整理して説明して欲しい。 

統合素案から、出来るだけ解りやすくなるよ

うに説明資料を作成しましたが、どうしても

専門用語等を使う場面があり、ご理解しにく

いものとなり申し訳ありません。 

36 企業団はどんな組織なのですか。 

職員の身分はどうなるのですか。 

大阪府営水道を引き継ぐ特別地方公共団体

で、職員の身分は公務員になります。 

 


